
東広島市監査公表第２号 

 

 

地方自治法第１９９条第１４項の規定により、東広島市長から令和７年度（下半期）財政

援助団体等監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を

次のとおり公表する。 

 

 

 令和８年５月１日 

 

 

 東広島市監査委員  天神山 勝 浩 

 同         五 丁 和 夫 

                     同         北 林 光 昭 

 

財政援助団体等監査の結果に基づく措置について 

 

１ 監査の対象 

対象法人等 監査結果報告提出年月日 措置事項通知年月日 

ひがしひろしま有限責任事業組合 
令和８年３月２６日 

（東広監委第３９号） 

令和８年４月１７日 

（東広農水第５３号） 

TRC・シナジーグループ 
令和８年３月２６日 

（東広監委第３９号） 

令和８年４月１７日 

（東広教生第３号） 

 

２ 監査の実施期間 

令和７年１１月１４日から令和８年３月１８日まで 

 

３ 監査の結果（指摘事項）及び措置の内容 

（１）ひがしひろしま有限責任事業組合 

監 査 の 結 果（指 摘 事 項） 措  置  の  内  容 

１ 指定管理者が行う協定等に基づく義

務の履行状況 

 施設使用料の算定において、誤って算定

しているものがあった。 

 

 

 

 

 

 

 施設使用料の算定に関して、利用料金表の更

新及び施設使用許可申請書を改訂し、事務処理

誤りの再発防止策を講じるよう指導を行った。 

使用料金表や施設使用許可申請書の改定につい

ては、令和８年４月１日に適正に実施されてい

ることを確認した。 



２ 指定管理者が行う協定等に基づく義

務の履行状況 

 毎月の利用状況報告において、報告すべ

き事項を適切に報告していなかった。ま

た、利用者アンケート調査結果の報告書も

提出していなかった。 

 

 

 

 

 指定管理者と基本協定書の読み合わせを実施

し、その必要性について指導を行った。 

現在は適正な時期に提出されている。 

 また、提出物チェックリストを作成するとと

もに、定例会議の会議録様式に組み込み再発防

止策を講じた。 

３ 所管部局が行う公の施設の指定管理

に係る事務 

 東広島市道の駅湖畔の里福富の管理業

務において、毎月の利用状況報告で報告す

ることとされている事項を適切に報告さ

せていなかった。また、利用者アンケート

調査結果の報告書も提出させていなかっ

た。 

 

 

 指定管理者と基本協定書の読み合わせを実施

し、その必要性について指導を行った。 

 現在は適正な時期に提出されている。 

 また、提出物チェックリストを作成するとと

もに、定例会議の会議録様式に組み込み再発防

止策を講じた。 

 

（２）TRC・シナジーグループ 

監 査 の 結 果（指 摘 事 項） 措  置  の  内  容 

１ 指定管理者が行う協定等に基づく義

務の履行状況 

 指定管理料で購入した備品（市有備品）

のうち、備品一覧に記載されていないもの

があった。 

 

 

 

 

 

 

 指定管理料で購入した備品（市有備品）につ

いて、備品一覧に記載するよう指導した。 

 備品の適切な管理を確実に履行するため、新

たに「指定管理業務における備品管理の基準」

を作成し、統一様式による報告を厳格にすると

ともに、毎月の定例会において随時報告を求め、

市も遺漏なく現地確認をすることとした。  

 令和８年４月１日から、新たな事業者による

指定管理が始まっているが、適切な管理体制の

もと、再発防止を徹底する。 

 


